
通天閣展望塔側面広告取扱要領 

 

制 定 平 19．３．７ 財政局長決裁 

最近改正 令６．３．29 財政局長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、通天閣展望塔側面広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第１条の２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 通天閣展望塔側面広告  通天閣展望塔の側面に掲出する広告をいう。 

(2) 通天閣展望塔側面広告枠  通天閣展望塔の側面に広告掲出する部分のうち財政局長が別

途指定する部分をいう。 

（広告の範囲） 

第２条 次の各号いずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。 

(1) 法令等に違反するもの 

 (2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 

 (3) 人権侵害となるもの 

 (4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの 

 (5) 良好な景観又は風致を害するもの 

 (6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの 

 (7) 青少年の健全な育成の観点から適当でないもの 

 (8) 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利である

と人を誤認させるおそれがあるもの 

 (9) 当該広告に係る事業の内容を本市が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがあるも

の 

 (10) その他掲出し又は設置することが適当でないと財政局長が認めるもの 

（広告掲出の手続） 

第３条 広告掲出をしようとするときは、確実な保証人をたて、別記第１号様式による申請書を

広告掲出日の 60日前までに財政局長に提出しなければならない。 

２ 前項の保証人は、申請者と連帯して、広告の掲出につき、一切の責に任じなければならない。 

（広告掲出承認の方法） 

第４条 広告掲出の承認は財政局において決定し、別記第２号様式による広告物使用承認書を交

付する。 

２ 財政局長は、必要と認めるときは承認の際に必要な条件を付すことができる。 

（承認期間） 

第５条 広告掲出の承認期間は１年以内とする。 

（承認の変更及び継続） 

第６条 第４条の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第３号様式によ

る申請書を財政局長に提出しなければならない。 



２ 第４条の規定は、変更申請があった場合の承認の方法について準用する。この場合において、

第４条中「別記第２号様式」とあるのは、「別記第４号様式」と読み替えるものとする。 

３ 承認期間満了後、広告掲出者が更に継続して広告掲出をしようとするときは承認期間満了の

30日前までに申請書を財政局長に提出しなければならない。 

４ 第３条の規定は前項の申請手続について、第４条の規定は同項の規定による申請があった場

合の承認の方法について準用する。 

（通天閣展望塔側面広告枠の広告料） 

第７条 通天閣展望塔側面広告枠の広告料は、掲出期間が１年の場合にあっては、別表１のとお

りとする。 

２ 掲出期間が１年に満たない場合にあっては、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) １月の広告料は別表１に規定する広告料の 12分の１に相当する額（掲出期間が１月に満た

ない場合にあっては、15日以上は 12分の１、15日未満は 12分の１の２分の１に相当する額）

（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）とする。 

(2) 前号の規定によって算定された額に広告掲出月数を乗じ掲出期間中の広告料を算定する。 

（通天閣展望塔側面広告枠以外の広告料） 

第７条の２ 通天閣展望塔側面広告枠以外の広告料は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) １月の広告料単価は別表２に規定する単価の 12分の１に相当する額（広告掲出期間が１月

に満たない場合にあっては、15日以上は 12分の１、15日未満は 12分の１の２分の１に相当

する額）とする。 

(2) 前号の１月の広告料単価に広告面積（広告面積に O.1 平方メートルに満たない端数がある

ときは、これを 0.1平方メートルに切り上げる）を乗じ１月の広告料を算定する。 

(3) 前号の規定によって算定された額に広告掲出月数を乗じ広告料を算定する。 

２ 前項第１号から第２号までの各号の規定によって算定された額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げた額とする。 

（広告料の納付） 

第８条 広告料は、財政局長が定める期日までに納めなければならない。 

（広告料の還付） 

第９条 既納の広告料は還付しない。ただし、財政局長が特別の事由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（承認の取消し等） 

第 10条 次の各号のいずれかに該当するときは、財政局長は、広告掲出の承認の全部若しくは一

部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲出の承認を受けたとき 

(2) 広告掲出の承認を受けた者（以下「広告掲出者」という。）がこの要領若しくは当該広告掲

出の承認に付した条件に違反し、又はこの要領に基づく指示に従わないとき 

(3) 本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき 

(4) 財政局長が公益上その他特別の事由があると認めるとき 

（広告物の維持管理） 

第 11条 広告物が汚損したときは、広告掲出者は直ちに原状に復さなければならない。 

（広告の撤去） 



第 12条 承認期間が満了し、又は広告掲出の承認を取消されたときは、広告掲出者は直ちに広告

を撤去しなければならない。ただし、財政局長が特別の事由があると認めるときは、この限り

でない。 

（施行の細目） 

第 13条 この要領の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成 19年 4月 1日から適用する。 

 

附 則 

 この要領は、平成 22年 4月 1日から適用する。 

 

   附 則 

 この要領は、決裁の日から施行する。ただし、第７条及び別表の規定については、平成 25 年

10月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 26年１月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日から平成 32年３月 31日までの間の別表１に掲げる広告区分の広告料は、

この要領による改正後の通天閣展望塔側面広告取扱要領別表１の規定にかかわらず、同表中

「4,380,722円」とあるのは、「4,240,538円」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和２年２月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年２月 10日から施行する。 

 

 



附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和５年９月 22日から施行し、別表１に掲げる広告区分の広告料については、令

和５年４月１日から適用する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日から令和７年３月 31日までの間の別表１に掲げる広告区分の広告料は、

この要領による改正後の通天閣展望塔側面広告取扱要領別表１の規定にかかわらず、同表中

「2,080,488円」とあるのは、「2,007,489円」と読み替えるものとする。 

 



別表１ 

広告区分 広告料 面積 

通天閣展望塔側面広告枠 2,080,488円 365.06㎡ 

 

別表２ 

広告区分 単価 単位 期間 

通天閣展望塔側面広告枠以外 

道路占用料条例別表に規定

する占用料（看板に係るもの

に限る） 

㎡ １年 

 



 

 

第１号様式  

 

広告物使用承認申請書 

 

令和  年  月  日  

 

大阪市財政局長  様 

 

 

                                申請者 住所 

 

                    氏名 

 

保証人 住所 

 

                    氏名 

 

 

 次のとおり、広告物を設置したいので申請します。 

なお、承認された場合の条件を遵守いたします。 

 

記 

 

広告掲出場所  

期   間 令和  年  月  日 ～  令和  年  月  日 

面   積     ㎡ 

添 付 書 類 ①位置図 ②広告図面 ③写真等 

そ の 他  

 



 

 

第２号様式  

 

広告物使用承認書 
 

大 財 第   号   

令和 年 月 日  

 

使用者 住所  

    氏名   

 

                           大阪市財政局長 

 

 

令和 年 月 日付けをもって申請のあった広告物の使用については、次の条件に  

より承認します。 

 

記 

 

（使用物件） 

第1条 使用を承認する物件は、次のとおりとする。 

   所在  

   名称  

   面積           ㎡ 

（使用期間） 

第2条 承認期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

2 承認期間満了後、引き続き使用の承認を受けようとするときは、期間満了前 30 日まで

に申請しなければならない。 

（広告料） 

第3条 広告料は総額      円（上半期      円、下半期       円）

とし、別途発する納入通知書により納期限までに納入しなければならない。 

2 既納の広告料は還付しない。 

（延滞金） 

第4条 納期限までに使用料を納入しない場合において、督促状の指定期限までに納入し

ないときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例に基づき計算した延滞金を納入

しなければならない。 

 

 



 

 

 

（広告内容の変更） 

第5条 財政局長の承認を得ないで、広告内容の変更若しくは広告枠の取付け・取外しを

行ってはならない。 

（承認の取消し等） 

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、承認の全部若しくは一部を取り消し、又

は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき 

(2) この使用承認書の各条項に違反したとき又は本市の指示に従わないとき 

(3) 本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき 

(4) 財政局長が公益上その他特別の事由があると認めるとき 

2 前項の場合において、当該取り消し等によって生じた損失を本市に請求することができ

ない。 

（広告物の維持管理） 

第7条 広告物が汚損したときは、直ちに原状に復さなければならない。 

（広告の撤去） 

第8条 承認期間が満了して引き続き使用を承認しないとき、又は承認を取り消したとき

は、直ちに広告を撤去しなければならない。 

（第三者に対する損害賠償責任） 

第9条 この広告物設置が原因で第三者に対して損害を与えた場合はその責任を負わなけ

ればならない。 

（関係法令の遵守） 

第10条 この使用承認書の各条項のほか、道路法、その他関係法令を遵守しなければなら

ない。 

（条件変更等の決定） 

第11条 この使用承認書に定めのない事項又は条件を変更する場合は、双方協議の上、こ

れを定めるものとする。 

 

 



 

第３号様式  

 

広告物使用変更承認申請書 

 

令和  年  月  日  

 

大阪市財政局長  様 

 

                                申請者 住所 

 

                    氏名 

 

保証人 住所 

 

                    氏名 

 

 

 令和 年 月 日付け大財第     号により承認された物件について、

次のとおり変更したいので申請します。 

 なお、承認された場合の条件を遵守いたします。 

 

記 

 

広告掲出場所  

期   間 令和  年  月  日 ～  令和  年  月  日 

面   積     ㎡ 

添 付 書 類 ①位置図 ②広告図面 ③写真等 

変更事項・理由  

そ の 他  

 



 

 

第４号様式  

 

広告物使用変更承認書 
 

大 財 第     号  

令和  年  月  日  

 

使用者 住所 

    氏名 

 

                          大阪市財政局長 

 

 

令和 年 月 日付け大財第    号により承認した広告物について、令和 年 月 

日付けをもって申請があったので、次の条件により承認します。 

 

記 

 

（使用物件） 

第1条 物件は、次のとおりとする。 

   所在   

   名称   

   面積           ㎡ 

（承認の変更） 

第2条 次のとおり変更を承認する。 

 

 

 

（広告料） 

第3条 広告料は総額       円とし、別途発する納入通知書により納期限までに

納入しなければならない。 

（変更承認日） 

第4条 変更承認日は令和 年 月 日とする。 

（その他条件） 

第5条 この変更承認書に記載のない事項については、令和  年  月  日付け大財 

第    号による使用承認書記載のとおりとする。 


